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本日、ここに令和8年第一回中央区議会定例会の
開会に当たり、私の所信の一端を申し述べ、区議会
ならびに区民皆さま方のご理解とご協力をお願い申
し上げます。

昭和22年、日本橋区と京橋区の統合により中央
区は誕生しました。令和8年度、本区は区制施行
80周年を迎えます。

江戸開府以来、本区は文化、商業、情報の集積地
であり続け、東京の発展を支える重要な役割を担っ
てまいりました。戦後の焦土からの復興、高度経済
成長、バブル経済とその崩壊、そして人口回復への
転換に至るまで、時代の大きな変化の中にあっても、
常に都心区としての使命を果たし続けてきたところ
であります。日本全体が人口減少社会に直面する中
にあって、本区が20万都市を目前に控えるまでに
発展を遂げてきたのは、日本全体の課題を自らの課
題と受け止め、いち早く挑戦し続けてきた結果であ
ろうと受け止めております。

今、世界を見渡せば、国際情勢はかつてない不安
定な状況にあり、長年築き上げてきた国際協調の理
念そのものが大きく揺らいでいます。こうした中、
私たちは異なる背景を持つ人々が共に暮らし、互い
を尊重し合う姿を、このまちの日常の中で積み重ね
ていくことが大切と考えております。首都東京の中
心に位置する自治体として、銀座、築地、日本橋、
月島など、多様な人々が共に生きるあるがままのま
ちの姿を通じて平和を国内外に発信し続けること
は、国際社会との信頼を育むうえで重要な意義を持
つものと考えております。戦後80年を経て、改め
て「中央区平和都市宣言」の理念を胸に刻み、平和の
尊さを次世代へ確かに語り継ぐ取組を、着実に進め
てまいります。

令和の時代に入り、感染症の世界的流行や大規模
災害、国際情勢の不安定化など、私たちは多くの試
練に直面してまいりました。とりわけ、近年の猛暑
や集中豪雨などの気候変動は地球規模の課題であ
り、多くの企業が集積し活発な経済活動が行われる
日本の心臓部である本区にとって、避けては通れな
い課題であります。本区が率先して環境負荷の低減
に取り組み、経済活動と環境保全の両立を実証する
ことが、日本全体の脱炭素化に寄与し、その取組は
国際社会において日本の持続可能な姿を示す一助に
もつながるものと考えております。「ゼロカーボンシ
ティ中央区宣言」の下、豊かな地球環境を次世代へ
引き継ぐため、区民、事業者と一丸となり、脱炭素
社会の構築を力強く進めてまいります。

日々の暮らしに目を転じると、エネルギーや原材
料価格の高騰、円安を背景とした物価上昇が長期化
しており、区民生活や地域経済に重くのしかかって

います。物価高に直面する区民や事業者を支えると
ともに、区民の暮らしとまちのにぎわいを両立させ
るため、物価高対策に全力で取り組んでまいります。

本区の定住人口は、晴海フラッグへの入居が進ん
だことなどを背景に、昨年19万人に達しました。
さらに、合計特殊出生率は8年連続で23区トップ
を維持しており、まちにあふれる子どもたちの笑顔
は、本区が将来に向けた確かな成長力と可能性を備
えていることを映しています。これは、職住近接と
いう都心居住の利便性に加え、子育て・教育環境の
充実、落ち着いて過ごせる住環境の整備など、多様
な都心機能の集積と生活都市としての魅力を両立さ
せてきた取組の成果であり、東京の持続的な発展を
内側から支える力でもあります。

一方で、こうした人口増加は、保育・教育環境の
さらなる整備、福祉施策の充実、防災力の強化など、
行政が果たすべき役割の重要性を一層高めていま
す。旧来のコミュニティと新たな住民が交流を深め、
共にまちを育んでいく環境づくりを進めるととも
に、日本橋における首都高速道路地下化をはじめと
した、百年先の未来を見据えた都市基盤整備を、歴
史と文化を生かしながら着実に推し進めてまいりま
す。

区制施行80周年を迎える令和8年度は、本区の
歩んできた歴史と、受け継がれた価値を再確認し、
誰もが住み続けたい、働きたい、訪れたいと心から
思える魅力あふれるまちづくりに向け、基本構想に
掲げる将来像「輝く未来へ橋をかける―人が集ま
る粋なまち」の実現に全力で取り組んでまいります。

中央区長　山
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　山本区長は、2月24日に開会された令和8年第一回中央区議会定例会で、区政運営
について所信を述べました。その全文を紹介します。

区長 所信を表明

物価高騰下において、区民の生活支援と区内経
済の活性化を図るため、国の物価高騰対応重点支
援地方創生臨時交付金を活用し、一人当たり
5,000円分の区内共通買物・食事券（区民の生活
応援買物券）を全区民に配布します。なお、対象
世帯には、3月13日にご案内を発送しました。

詳しくはご案内およびHPをご確認ください。

対象者
令和8年3月1日（基準日）時点で住民基本台帳

に記録されている全区民
◎所得制限はありません。

支給内容
対象者1人につき5,000円分の区内共通買物・

食事券（500円券10枚つづり）

発送時期・方法
4月下旬から順次発送予定です。

◎発送件数が多いことから、配達までに2カ月程
度かかる見込みです。到着日に関する個別のご
希望は承れません。

買物・食事券利用期限
令和9年3月31日（水）まで

取扱店
区内中小小売店・大規模小売店・飲食店

◎買物券に、取扱店舗一覧を同封して発送します。

DVなどの理由で避難している方へ
DVなどを理由として避難している方で、区内

に居住実態がある方などは、支給対象となる場合
がありますので、問へお問い合わせください。

“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”に 
ご注意ください!

区や事務局から、ATM（現金自動預払機）の操
作をお願いすること、支給のために手数料を求め
ることなどは絶対にありません。

もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐ
に区または最寄りの警察署や警察相談専用電話

（#9110）にご連絡ください。

問中央区区民の生活応援買物券事務局
☎（5369）3912
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全区民に「区民の生活応援買物券区民の生活応援買物券」を
配布します（申請不要）

詳しくは区HPへ



これらの状況を踏まえた新年度予算は「80年の歩
みを力に　未来を創る」と題し、区制施行80周年に
向けた施策に加え、物価高騰など喫緊の課題や、中
長期的な課題への対応についても重点を置き編成い
たしました。

歳入面においては、所得環境の改善や人口増加を
背景に、区財政の根幹である特別区民税に一定の伸
びが見込まれるものの、ふるさと納税による税の流
出が引き続き拡大しているほか、物価高騰の長期化

による企業収益の圧迫など景気の下振れリスクもあ
り、財政環境は今後も予断を許さない状況であります。

そのため予算編成に当たっては、施策全般にわた
り取捨選択を行うとともに、これまで蓄えてきた基
金の活用や将来負担を見据えつつ特別区債を発行す
るなどの財源対策を講じたところであります。

新年度予算では「区制施行80周年」の機会を捉え
各種事業を展開するほか、本区の将来を担う「子ど
もの健やかな成長と地域社会で活躍できる環境づく

り」、「防災対策」、「脱炭素のさらなる推進」など各施
策の強化を図った結果、新規49事業、充実39事業
を含む一般会計予算は、前年度を22.1パーセント
上回り、過去最大となる1,986億4,900万円余を
計上いたしました。

主な施策について、基本構想に掲げ
る三つの「施策のみちすじ」に沿って申
し上げます。

主な新規・充実事業
・乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)

の実施
・保育所等における見守りカメラの設置・支援
・朝の子どもの居場所づくり事業
・産婦健康診査の実施
・重症心身障害児（者）在宅レスパイト事業の拡充
・RSウイルス感染症定期予防接種
・高齢者へのインフルエンザ定期予防接種のワ

クチン追加

第一は「一人一人の生き方が大切にされた安心で
きるまちを目指して」であります。

はじめに、子育て支援策についてです。
本区では、若い世代を中心に人口増加が続く中、

共働き世帯の増加や核家族化の進展、ライフスタイ
ルの多様化など、家庭を取り巻く環境が大きく変化
しており、子育て家庭を社会全体で支える仕組みや
環境整備の一層の充実が必要となっています。こう
した環境づくりは、子どもたちの健やかな成長と安
心して子育てできるまちづくりを進めるうえで、重
要な課題であります。

そこで、保護者の就労要件を問わず、時間単位で
定期的に利用できる「こども誰でも通園制度」を開始
し、子育て家庭の多様な働き方やライフスタイルに
寄り添いながら、全ての子どもの育ちを支える取組
を進めてまいります。また、区立保育所等の保育室
やホールに「見守りカメラ」を設置するとともに、私
立保育所等に対しても設置費用を助成し、子どもた

ちが安心して過ごせる保育環境を確保してまいりま
す。さらに、保育所等から小学校への進学に伴い、
登校時間前の児童が居場所を必要とする、「朝の小一
の壁」への対応として、小学校内のプレディルーム
等を活用した「朝の子どもの居場所づくり事業」を新
たに開始するほか、城東・常盤・阪本小学校への「プ
レディ」新設や、「プレディプラス」の実施校拡充によ
る学童クラブ定員の拡大等を図ることで、児童が安
全に安心して過ごせる環境を整えてまいります。

母子保健分野においては、妊娠期から子育て期に
わたる切れ目のない支援を強化いたします。性別を
問わず、将来のライフデザインを考えた健康管理へ
の支援として、「プレコンセプションケア事業」を実
施するとともに、出産後間もない産婦への健康診査
費用を助成することで、産後うつや虐待の予防につ
なげてまいります。さらに、生後1カ月児への健康
診査費用の助成や、3歳児に対する発達検査を新た
に実施し、乳児の健康状況や幼児の発達特性を早期
に把握することにより、個々の状況に応じたきめ細
かな支援につなげてまいります。また、5歳児健康
診査については、令和9年度の開始に向け、本区の
実情に即した実施方法等の検討を進めてまいります。

次に、障害者施策についてであります。
医療的ケア児などを養育する家族の負担を軽減す

るため、在宅レスパイト事業の利用時間の上限を拡
大するとともに、重症心身障害児を対象とした放課
後等デイサービス事業所の新規開設を支援し、受け
入れ体制の拡充を図ってまいります。

次に、地域共生社会の実現についてであります。
社会構造の変化に伴い、ひきこもりや8050問題

など、地域の中で孤立し、支援を必要としている方々
への対応が急務となっています。ひきこもり支援に
ついては、当事者や家族の悩みを受け止め、社会参
加を促進するため、専門相談に加え、当事者同士や
家族が交流できる場の提供など、一人一人の心に寄
り添った支援体制を構築してまいります。また、複
雑化・複合化する福祉課題に対応するため、身近な
地域で相談ができる「ふくしの総合相談窓口」を、京
橋、月島地域に続き、新たに日本橋地域にも開設し、
区内全域をカバーする包括的な相談支援体制を確立
してまいります。

さらに、多様な主体が活躍できる社会の実現に向
け、女性の再就職支援を強化します。結婚や出産、
育児、介護等により離職した女性を対象に、デジタ
ルスキル習得講座や区内企業等とのマッチングイベ
ントを開催し、円滑な社会復帰を支援してまいります。

区民の健康づくりについては、妊婦を対象とした
「RSウイルス母子免疫ワクチン」を新たに定期予防
接種として導入し、感染症の発生・まん延の予防を
図ります。併せて、従来のワクチンより発病・重症
化防止効果が高い「高用量インフルエンザワクチン」
を75歳以上の定期予防接種に加え、高齢者の健康
を守ってまいります。

また、高齢期における健康課題への対応として、
令和7年度より実施している「もの忘れ予防検診」に
ついて、内容の充実を図り、早期の気づきから必要
な医療・介護サービスにつなげる取組を進めるとと
もに、認知症予防に効果的とされる聴力検査の実施
につきましても検討を深めてまいります。

一 人 一 人 の 生 き 方 が 大 切 に さ れ た 安 心 で き る ま ち

令 和 8 年 度 当 初 予 算

主な新規・充実事業
・地域防災リーダーの育成支援
・各種イベントにおける子ども向け防災ブース

の設置
・居住サポート住宅の運営費補助
・「中央区の森（南郷地区）」における森林整備の

推進
・区制施行80周年記念植栽
・築地・東銀座エリアにおける都市基盤整備等

を踏まえた魅力あるまちづくりの検討

第二は「快適で安全な生活を送るための都市環境
が整備されたまちを目指して」であります。

はじめに、災害に強いまちづくりについてです。
過去の震災等からの教訓を踏まえ、その経験を風

化させることなく次世代へ継承するとともに、これ
までの取組を不断に見直し、いつ起こるかわからな
い大規模災害に対し、実効性の高い防災対策をより
一層推進してまいります。

昨年開始した防災士資格取得費用助成事業を拡充
し、新たに学生や定年退職を控えたミドルシニア世
代への支援を開始します。幅広い世代に対して「防
災士」資格取得を後押しするとともに、女性防災リー
ダー養成事業を通じて地域の防災活動への女性の参
画を促し、地域防災力のさらなる強化を図ってまい
ります。また、各種イベントへの子ども向け防災ブー
スの設置を通じて、子どもたちが楽しみながら防災
に触れる機会を提供することで、成長段階に応じた
防災意識の高揚と、将来の地域防災の担い手の育成
に取り組んでまいります。さらに、「中央区耐震改修

促進計画」の改定に併せて、耐震補強工事等の助成
限度額の引き上げや、木造住宅・木造建築物におけ
る耐震助成の対象範囲を拡充し、建築物の耐震化を
促進することで、安全で安心な住まいと災害に強い
まちづくりを推進してまいります。

次に、住宅確保支援への取組として、「居住サポー
ト住宅」の運営事業者等を募集いたします。高齢者
や障害者など住宅確保に配慮を要する皆さまが安心
して住み続けられる環境を整備するため、事業運営
費を助成し、福祉サービスとも連携した住宅の供給
を促進してまいります。

次に、環境負荷低減に向けた取組についてであり
ます。

令和6年度に檜原村と新たに協定を締結し、拡大
した「中央区の森」南郷地区において森林整備を推進
し、今後、間伐した木材を区施設等で利活用してい
くことで、行政区域を越えた広域的な地球温暖化防
止に寄与してまいります。また、昨年新しいメンバー
を迎え2期目に入った「チーム・カーボン・ゼロ」は、
10代・20代の若い世代が、これまでの活動で培っ
た知見を生かし、脱炭素化に向けた取組を自ら考え
実践・発信することで、社会全体の機運を醸成して
いきます。さらに、区立学校・幼稚園の標準服等リ
ユース事業については、対象校・園を拡大し、環境
意識の啓発と再使用のさらなる促進を図るなど、
カーボンニュートラルの実現と資源循環の推進に向
け、着実に環境施策に取り組んでまいります。

身近で環境にやさしい交通手段として自転車の利
用ニーズが高まる一方で、交通事故の増加やマナー
違反が大きな課題となっています。そこで、区内小
学校の校庭を活用して親子で自転車の乗り方や交通

ルールを学べる「子ども自転車教室」を新たに明石小
学校を加えて開催するほか、放置自転車対策として、
銀座地区において巡回体制の強化等を図るなど、安
全で快適な自転車利用と歩行環境の両立に向けた取
組を推進してまいります。さらに、本年4月より、
自転車の交通違反に「交通反則通告制度（青切符）」が
導入されます。警察等との連携をより一層密にしな
がら、交通ルールの周知と安全意識の向上に努めて
まいります。

水とみどりあふれる豊かなまちづくりについて
は、公募設置管理制度（Park-PFI）による桜川公園
の再整備を進め、公園の継続的な魅力向上につなが
る管理運営に取り組んでまいります。また、区民の
憩いの場である石川島公園では、鮮やかな花で区制
施行80周年を華やかに演出します。

次に、都心にふさわしい魅力ある都市基盤整備に
ついてであります。

築地市場跡地開発が世界中の人々が集う国際交流
の場となるとともに、地域と連携し共存共栄できる
プロジェクトとなるよう、引き続き要望事項の合意
に向けて協議を進めてまいります。併せて、築地・
東銀座エリアにおいては、跡地開発に加え、都心・
臨海地下鉄新線や築地川アメニティ整備構想、東京
高速道路（KK線）の歩行空間化など複数のプロジェ
クトが進展することから、歩行者ネットワークの形
成など広域的かつ中長期的な視点で検討を行い、魅
力ある都市空間の創出やさらなる回遊性の向上を
図ってまいります。

東京駅前地区では、複数の市街地再開発事業や開
発地内でのバスターミナルの整備が進められていま
す。さらなる交通環境の改善については、東京

快 適 で 安 全 な 生 活 を 送 る た め の 都 市 環 境 が 整 備 さ れ た ま ち

詳しくは区HPへ
（予算概要について）
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BRTの東京駅方面への延伸を促進するとともに、
さくら通りの快適な歩行空間の創出や中央通りの歩
行者ネットワーク強化に向けた検討など、地域にお
ける取組を支援し、「国際都市東京の玄関口」にふさ
わしい、安全で快適な交通環境と回遊動線の形成を
推進してまいります。

日本橋川沿いエリアでは、5地区の市街地再開発
事業や首都高速道路日本橋区間地下化事業などの完
成に向け、今後も地元や関係者等と水辺空間の整備

検討を進めるとともに、各事業の工事期間中も地域
のにぎわい創出が図られるよう、引き続き地元によ
る取組を支援してまいります。また、水上交通の要
となる「日本橋船着場」については、江戸橋際への仮
移転が必要となるため、デジタルサイネージやベン
チ等の施設整備を通じて、利便性の向上と快適な空
間づくりを推進してまいります。

都心・臨海地下鉄新線については、東京都が公表
した事業計画案のブラッシュアップを図るため、沿

線3区を含めた「検討の場」等において、新たな駅周
辺のまちづくりの動向を踏まえ、駅とまちとの連携
などについて検討を加速させてまいります。併せて、
つくばエクスプレスとの接続事業化促進期成同盟会
が、昨年6月に首都圏新都市鉄道株式会社へ東京駅
延伸の要望書を提出したことで、両路線の接続事業
化への動きも活発化しています。この流れを捉え、
事業化の検討をさらに進め、新線の早期実現に向け
た取組を強化してまいります。

主な新規・充実事業
・区内共通買物・食事券の発行
・商工業融資
・観光情報センターのリニューアル
・東京湾大華火祭
・町会・自治会活動への支援
・入船トンネル（仮称）の利活用
・晴海中学校新校舎の整備

第三は「輝く個性とにぎわいが躍動を生み出すま
ちを目指して」であります。

日本の消費者物価指数上昇率は、2025年度平均
で前年比3.1パーセントとなり、4年連続で物価の
上昇が続いている状況です。物価高騰の影響が長引
く中、区民生活の安定と地域産業の振興を図るため、
強力な支援と効果的な消費喚起を生み出すことが必
要となっております。そのため、区内中小小売店等
で使用できるプレミアム付き区内共通買物・食事券
を、過去最大規模で発行した令和7年度と同規模の
総額30億円、プレミアム率25パーセントで発行い
たします。さらに、区民への直接的な生活支援とし
て、全区民を対象に一人当たり5千円分の「区民の
生活応援買物券」を配布します。これら二つの事業
を一体的に運用することで、消費喚起の効果を最大
化させ、区内経済の持続的な発展を確かなものにし
てまいります。また、「商工業のまち中央区」の発展
を支える中小企業に対し、融資利率上昇分の公費負
担や借換資金融資の延長を行うなど、企業活動を支
援してまいります。

観光の面では、円安等の影響もあり、昨年の訪日
外国人観光客数は史上最多となる4千万人を超え、
本区にも世界各国から多くの観光客が訪れていま
す。こうした中、中央区観光情報センターの開設10

周年に合わせ、展示物や和文化体験コーナーのリ
ニューアルを行い、本区の特徴・魅力の発信を充実
させるとともに、さらなる都市観光の推進を図ります。

イベントでは、平成27年度を最後に休止し、多く
の方から再開を待ち望まれていた東京湾大華火祭を、
港区との共催により11年ぶりに開催いたします。併せ
て、大江戸まつり盆おどり大会で周年記念ノベルティ
を配布するほか、各種イベントにおいても「区制施行
80周年記念」の冠を付し、広く発信してまいります。

また、新しい住民や若い世代の増加に伴い、地域
コミュニティを活性化させる取組が重要になってい
ます。子どもたちが地域の行事に参加・体験できる
機会を創出・拡大させるため、地域活動の主役であ
る町会・自治会の実施する地域イベントや盆おどり
大会への助成に「子ども参加促進加算」を新設し、多
世代が顔の見える関係を築くことができる環境づく
りを推進してまいります。さらに、増加する外国人
区民との共生に向け、昨年実施した意識調査におい
て寄せられた生活マナーやトラブルに関する不安を
踏まえ、正しいルールへの理解を促進する啓発リー
フレットを作成し、誰もが安全・安心に暮らせる環
境の確保を図ってまいります。併せて、外国人区民
が地域の一員として安全・安心に生活できるよう、
窓口対応を含めその支援に資する施策についても検
討を深めてまいります。

本年は、ミラノ・コルティナ冬季オリンピック・
パラリンピックやワールド・ベースボール・クラシッ
ク、サッカーワールドカップなど大きなスポーツイ
ベントが目白押しであり、スポーツに対する区民の
関心が一層高まることが見込まれます。こうした中、
これからの本区のスポーツ振興の指針となるスポー
ツ推進ビジョンの改定を行います。区民やスポーツ
団体等を対象とした調査で浮き彫りになった課題に
ついて、今後の区のスポーツ施策の体系と方向性を

定めることで、効果的な事業展開へとつなげてまい
ります。また、子どもたちが日常的に安全・安心に
過ごせる場所を確保し、地域でのびのびと活動でき
る環境づくりを推進するため、あやめ第二公園の改
修による公園機能の充実を図るほか、築地川公園多
目的広場と隣接する入船トンネル（仮称）を子どもの
遊び場やスポーツ活動の場として、一体的な整備を
進めてまいります。

次に、教育についてであります。
月島地域における児童生徒数の増加に伴う学校施

設の狭隘化に対応するため、晴海中学校新校舎の整
備を進めてまいります。東京都から借り受ける晴海
二丁目都有地に校舎を整備し、月島第一小学校およ
び月島第一幼稚園の改築のための仮校舎として使用
した後、内部改修を経て晴海中学校の新校舎として
使用します。令和8年度に設計業務に着手し、令和
14年度の仮校舎運用を目指してまいります。今後
も人口増加が続くと見込まれる月島地域において、
将来にわたって良好な教育環境を維持することがで
きるよう努めてまいります。

不登校対策については、これまで、適応教室をは
じめとした校外での教育機会の確保はもとより、教
育相談体制の充実や関係機関との緊密な連携の深化
に努めてまいりました。現在、全中学校および小学
校4校に、校内別室指導支援員を配置し、不登校、
あるいはその傾向にある児童生徒が、心身ともに安
らぎを得ながら、自己肯定感や日々の充実感を育む
ことのできる「校内の居場所」の構築を推進しており
ます。これらに加え、令和8年度には新たに小学校
6校へ本取組を拡大いたします。一人一人の状況に
深く寄り添い、学習支援のみならず、多様な活動や
対話を通じたきめ細かな支援を徹底することで、「誰
一人取り残すことのない教育環境」の実現を目指し
てまいります。

輝 く 個 性 と に ぎ わ い が 躍 動 を 生 み 出 す ま ち

本区を取り巻く環境はめまぐるしく変化を続けて
おります。今後も区民の負託に応え続けていくため
には、こうした社会の変化を的確に捉え、行政運営
を効率的・効果的に執り行わなければなりません。

行政サービスのデジタル化は、区民の利便性の向
上のみならず、業務のあり方を根本から見直し、将
来にわたり安定的で質の高い行政サービスを提供す
るために不可欠な取組であります。今後も業務改革

（BPR）の視点を踏まえ、法令等で制約があるもの
を除いた全手続きのオンライン化を着実に進め、情
報化基本方針に掲げる「区民にとって便利でやさし
い区役所」の実現を目指してまいります。

新年度は、在住・在勤の皆さまの主体的な地域活
動への参加やさまざまな地域課題の解決につながる
行動変容を促すため、新たに地域ポイント事業を主
軸とした中央区公式アプリを導入します。このアプ
リを活用し、行政サービスの充実や区民の利便性の
向上、さらには区の魅力発信の取組について検討を
進めてまいります。

本区は今、「中央区セントラルパーク構想」を核と
して、人と人、人と水、人とみどりが豊かにつなが
る都市づくりを進めています。人と水とみどりが美
しく調和するこのまちを舞台に、世代や立場、文化
や国籍を超えた多様な交流を育み、誰もが自分らし
く輝き、共に未来を創り上げていく持続可能な都市
の実現を目指してまいります。本区ならではの伝統
と文化を守るとともに、新たな価値の創造も積極的
に支援し、区内事業者と連携しながら、文化や芸術、
歴史資源をまちづくりの力として生かす文化主導の

取組を進めることで、区内の産業や観光に新たなに
ぎわいを創出し、誰もが訪れたい、働きたいと思え
るまちを実現してまいります。

こうした考え方のもと、基礎調査の実施など新た
な基本計画策定に向けた検討に着手するとともに、
公共施設においては、拡大・多様化する行政需要に
的確に対応するため、中長期的な視点に立った戦略
的な公共施設の整備と活用を図る施設整備方針を策
定してまいります。

昭和22年の区制施行以来、本区は幾多の時代の
変化に向き合いながら、都心に暮らし、働く人々の
生活を支える自治体として歩みを重ねてまいりまし
た。区制施行80周年を迎える今、人口20万都市と
いう新たな段階を目前に控え、これまで培ってきた
力を、次の時代へと丁寧につないでいく局面に立っ
ております。

この節目に当たり、本区の魅力と価値を改めて見
つめ直し、区民の皆さまと共有しながら、まちへの
愛着を深めていく取組を全庁を挙げて進めてまいり
ます。歴史と文化を次世代に確実につなぐため、デ
ジタルアーカイブの構築や映像制作を行うととも
に、地域の皆さまが主体となって魅力を掘り起こし、
発信する取組を後押しいたします。併せて、多角的
な調査分析を踏まえた効果的な情報発信や、体制の
充実を図ることで、継続性のある取組としてシティ
プロモーションを推進してまいります。

また、築地市場跡地の再開発をはじめ、都心・臨
海地下鉄新線、日本橋における首都高速道路の地下
化など、次の時代を見据えた都市基盤整備が動き始

めています。これらの取組は、国際都市東京の競争
力と魅力を高め、日本全体の成長と発展を支える、
首都の未来を形づくるものであります。本区として
も関係機関、関係事業者等と連携しながら、着実な
推進に努めてまいります。

まちとまちの未来を創るのは、そこに集う「人」の
力であります。ここに住む人、ここで働く人、そし
て国内外からこのまちを訪れる人、それぞれの想い
と営みが重なり合うことで、本区ならではの活気と
多様な魅力が育まれてきました。こうした人のつな
がりこそが、本区の発展を支える大きな力であると
確信しております。

江戸以来の歴史の中で磨き上げられてきた「粋」の
精神と、人口20万都市としての新たな活力を礎に、
区民の皆さまと力を合わせ、誰もが誇りと愛着を持
てるまちづくりを進めてまいります。その歩みの先
に、世界から信頼され、選ばれ続ける都市の姿を描
きながら、これからも着実な区政運営に取り組んで
まいります。

重ねて、区議会ならびに区民皆さま方のご理解と
ご協力を心
よりお願い
申し上げ、
私の所信表
明といたし
ます。

区 民 の 幸 せ と 区 政 の さ ら な る 発 展 に 向 け て

第27回東京湾大華火祭（2015年開催）
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